
紹
介
者

連
絡
先

火
災
保
険
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
申
込
書

FA
X 
: 0
3-
68
69
-9
10
4

西
暦

年
　
　
 　
　
 月
　
　
 　
 　
日

西
暦

年
　
　
 　
　
 月
　
　
 　
 　
日

年

□
男
性
　
 □
  女
性

お 申 込 者 様 情 報

□
上
記
住
所
と
同
じ
　
 □
  そ
の
他
 

性
別

生
年
月
日

電
話
番
号

携
帯
番
号

フ
リ
ガ
ナ

都
道

府
県

都
道

府
県

申
込
日

証
券
記
載

住
所

申
込
者
名

印

E-
M
ail

現
住
所

フ
リ
ガ
ナ

保
険
契
約
者

名
義

保
険
会
社

築
年
数

証
券
No
.

□
本
人
　
 □
  そ
の
他
 （

）
保
険
契
約
者

と
の
続
柄

□
有
　
 □
  無
　（
金
額

）
地
震
保
険

規 約 確 認保 険 会 社 情 報

□
保
険
契
約
者
同
意
の
元
、当
サ
ー
ビ
ス
に
申
し
込
み
ま
す
。

□
当
サ
ー
ビ
ス
の
説
明
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
た
上
で
申
し
込
み
ま
す
。

□
調
査
で
災
害
が
確
認
で
き
た
場
合
、保
険
会
社
に
申
請
を
す
る
こ
と
を
約
束
し
ま
す
。

□
調
査
後
に
自
己
都
合
で
保
険
申
請
を
行
わ
な
い
場
合
は
調
査
に
関
す
る
人
件
費・
交
通
費
等
の
実
費
を
お
支
払
い
す
る
こ
と
を
合
意
し
ま
す
。

□
保
険
会
社
査
定
に
よ
り
、保
険
金
が
支
払
わ
れ
な
い
、ま
た
は
弊
社
見
積
額
よ
り
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
申
し
込
み
ま
す
。

□
保
険
金
に
関
す
る
通
知
書
が
届
い
た
場
合
、ま
た
は
保
険
金
の
入
金
が
確
認
で
き
た
場
合
は
、3
日
以
内
に
必
ず
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□
保
険
金
入
金
日
よ
り
7日
以
内
に
成
功
報
酬
 「
 損
害
保
険
金
ご
入
金
額
の
30
％（
税
込
33
％
） 」
 を
指
定
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

□
成
功
報
酬
の
支
払
い
が
期
日
を
過
ぎ
た
場
合
は
遅
延
損
害
金
が
発
生
す
る
こ
と
を
合
意
し
ま
す
。

□
保
険
金（
給
付
金
）証
明
書
写
真
の
写
真
を
規
定
方
法
で
提
出
し
ま
す
。

※
お
申
込
書
確
認
後
、お
電
話
で
調
査
日
を
決
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
に
関
し
て
は
、当
サ
ー
ビ
ス
以
外
に
一
切
使
用
い
た
し
ま
せ
ん
。

※
成
功
報
酬
お
支
払
い
時
の
振
込
手
数
料
は
お
客
様
ご
負
担
で
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。

※
成
功
報
酬
振
込
口
座
は
、建
物
調
査
会
社
が
指
定
し
ま
す
。

英
数
字
で
分
か
り
づ
ら
い
箇
所
に
フ
リ
ガ
ナ
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
必
ず
、当
申
込
書
と
合
わ
せ
て
保
険
証
券
の
コ
ピ
ー
も
ご
提
出
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
提
出
先
】　
FA
X 
: 0
3-
68
69
-9
10
4　
メ
ー
ル
 : s
up
po
rt@
on
es
-b
es
t.c
om
　
郵
送
先
 : 〒
10
70
05
2 東
京
都
港
区
赤
坂
4-
13
-5
-1
階
　
株
式
会
社
ON
E'S
 BE
ST

（
証
券
必
須
項
目
：
証
券
番
号
、
保
険
契
約
者
名
、
建
物
住
所
、
補
償
内
容
、
保
険
期
間
）

石
井
実

0
9
0
9
9
4
3
2
5
8
9

↑
お
客
様
情
報
・
保
険
会
社
情
報
を
お
書
き
下
さ
い
。

規
約
確
認
は
□に

チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
下
さ
い
。

★ ★ ★



規 約 と 署 名

西
暦

年
　
 　
　
 月
　
 　
 　
日

署
名

署
名
日

□
規
約
に
同
意
し
て
署
名
し
ま
す
。

規
約

申
込
者
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。）
と
、
受
託
者
、
株
式
会
社
O
N
E'
S 
BE
ST
及
び
株
式
会
社
O
N
E'
S 
BE
ST
が
指
定
す
る
建
物
調
査
会
社
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）
、
と
は
、
以
下
の
と
お
り
、
甲
が

加
入
し
て
い
る
火
災
保
険
に
関
す
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
に
つ
き
契
約
を
締
結
し
た
。

第
１
条
 （
業
務
内
容
）

　
甲
が
乙
に
委
託
す
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
（
以
下
「
本
件
業
務
」
と
い
う
。）
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

①
火
災
保
険
の
内
容
の
調
査
、
指
導
、
助
言
　
②
　
火
災
保
険
給
付
金
申
請
に
関
す
る
知
識
、
技
術
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
　
③
　
火
災
保
険
対
象
物
件
の
調
査
及
び
資
料
作
成

第
２
条
 （
報
酬
）

　
甲
は
、
乙
に
対
し
、
本
件
業
務
に
係
る
報
酬
を
以
下
の
と
お
り
支
払
う
。
た
だ
し
、
乙
は
、
給
付
金
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
及
び
本
契
約
が
中
途
で
終
了
し
た
場
合
は
、
報
酬
の
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
支
払
時
期
 : 保
険
会
社
か
ら
の
給
付
金
が
入
金
さ
れ
た
日
か
ら
７
日
以
内
、
支
払
額
 : 甲
が
受
領
す
る
保
険
会
社
か
ら
の
給
付
金
総
額
の
３
３
パ
ー
セ
ン
ト
（
税
込
）

第
３
条
（
報
告
義
務
）

１
　
乙
は
、
甲
に
対
し
、
本
件
業
務
の
遂
行
状
況
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
甲
は
、
乙
に
対
し
、
甲
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
本
件
業
務
に
関
し
、
報
告
及
び
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
４
条
（
再
委
託
）

乙
は
、
本
件
業
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
乙
が
第
三
者
に
再
委
託
す
る
場
合
、
乙
は
当
該
再
受
託
者
に
対
し
、
本
契
約
に
お
い
て
乙
が
甲
に
対
し
て
負
う
義
務
を
遵
守
さ
せ

る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
も
、
乙
は
本
契
約
に
お
い
て
甲
に
対
し
て
負
う
義
務
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
５
条
（
秘
密
保
持
）

１
　
甲
及
び
乙
は
、
本
件
業
務
の
遂
行
に
際
し
て
知
り
得
た
相
互
の
業
務
上
の
情
報
（
以
下
、「
秘
密
情
報
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
事
前
の
書
面
に
よ
る
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
第
三
者
に
開

示
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
定
め
る
情
報
は
秘
密
情
報
に
含
ま
れ
な
い
。

①
既
に
公
知
で
あ
っ
た
情
報

②
正
当
な
権
利
を
有
す
る
第
三
者
か
ら
秘
密
保
持
義
務
を
負
う
こ
と
な
く
開
示
さ
れ
た
情
報

③
情
報
を
取
得
し
た
時
点
で
、
既
に
保
有
し
て
い
た
情
報

３
　
秘
密
情
報
の
提
供
を
受
け
た
当
時
者
は
、
秘
密
情
報
に
つ
い
て
厳
に
秘
密
を
保
持
・
管
理
し
、
秘
密
情
報
を
、
本
件
業
務
を
遂
行
す
る
目
的
以
外
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
乙
が
、
前
条
に
基
づ
き
、
本
件
業
務
を
第
三
者
に
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、
乙
は
、
当
該
再
委
託
者
と
の
間
で
本
契
約
と
同
等
の
秘
密
保
持
契
約
を
締
結
し
て
、
秘
密
保
持
義
務
を
遵
守
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
６
条
（
解
約
の
申
入
れ
）

１
　
甲
又
は
乙
は
、
１
０
日
前
ま
で
に
書
面
で
予
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
で
も
本
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
よ
り
本
契
約
が
中
途
で
解
約
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
乙
が
本
件
業
務
の
調
査
を
既
に
実
施
し
て
い
る
場
合
に
は
、
別
途
乙
か
ら
甲
に
提
示
す
る
見
積
書
の
金
額
の
３
３
パ
ー
セ
ン
ト
の

金
額
及
び
調
査
に
要
し
た
人
件
費
、
交
通
費
等
の
実
費
を
、
甲
は
乙
に
対
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
７
条
（
契
約
の
解
除
）

　
甲
又
は
乙
の
い
ず
れ
か
一
方
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
甲
又
は
乙
は
相
手
方
に
何
ら
の
催
告
を
要
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
本
契
約
に
関
し
て
重
大
な
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
き
。

②
差
押
え
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
、
租
税
滞
納
処
分
、
そ
の
他
の
公
権
力
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

③
銀
行
取
引
停
止
処
分
を
受
け
る
等
支
払
停
止
に
な
っ
た
と
き
。

④
破
産
手
続
、
民
事
再
生
手
続
、
会
社
更
生
手
続
若
し
く
は
特
別
清
算
に
つ
い
て
、
自
ら
各
開
始
の
申
し
立
て
を
し
た
と
き
又
は
各
開
始
の
申
立
て
を
受
け
た
と
き
。

④
監
督
官
庁
よ
り
営
業
停
止
、
営
業
許
可
の
取
消
し
、
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
受
け
た
と
き
。

⑤
財
産
状
態
が
悪
化
し
、
又
は
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
相
当
の
事
由
が
あ
る
と
き
。

第
８
条
（
契
約
上
の
地
位
・
権
利
義
務
の
譲
渡
禁
止
）

　
甲
及
び
乙
は
、
互
い
に
相
手
方
の
事
前
の
書
面
に
よ
る
承
諾
な
く
し
て
、
本
契
約
上
の
地
位
を
第
三
者
に
承
継
さ
せ
、
本
契
約
か
ら
生
じ
る
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
第
三
者
に
譲
渡
若
し
く

は
引
き
受
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
９
条
（
遅
延
損
害
金
）

　
甲
は
、
第
２
条
第
1
項
に
定
め
る
支
払
時
期
を
遅
延
し
た
場
合
は
、
支
払
期
日
の
翌
日
か
ら
支
払
い
済
み
に
至
る
ま
で
、
年
１
４
．
６
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
を
乙
に
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
１
０
条
（
損
害
賠
償
）

　
甲
又
は
乙
は
、
本
契
約
に
違
反
し
て
相
手
方
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
損
害
（
当
事
者
が
予
見
し
、
又
は
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
特
別
事
情
に
よ
る
損
害
、
合
理
的
な
範
囲
内
に
お
け
る

弁
護
士
費
用
を
含
む
。）
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
１
１
条
（
契
約
期
間
）

　
本
契
約
の
契
約
期
間
は
、
本
契
約
締
結
時
か
ら
甲
に
よ
る
火
災
保
険
給
付
金
の
申
請
が
完
了
し
た
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
甲
又
は
乙
よ
り
契
約
期
間
延
長
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
甲
乙

別
途
協
議
を
行
う
。

第
１
２
条
（
反
社
会
的
勢
力
の
排
除
）

１
　
甲
及
び
乙
は
、
自
己
又
は
自
己
の
役
員
が
、
現
在
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
、
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
て
か
ら
５
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
、
暴
力
団
準
構
成
員
、
暴
力
団
関
連
企
業
、
総
会
屋
、

社
会
運
動
標
榜
ゴ
ロ
、
特
殊
知
能
暴
力
集
団
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
表
明
し
、
か
つ
将
来
に
わ
た
っ
て
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
相
互
に
確
約
す
る
。

２
　
甲
及
び
乙
は
、
自
ら
又
は
第
三
者
を
利
用
し
て
、
暴
力
的
な
要
求
行
為
、
法
的
責
任
を
超
え
た
不
当
な
要
求
行
為
、
脅
迫
的
な
言
動
、
暴
力
及
び
風
説
の
流
布
・
偽
計
・
威
力
を
用
い
た
信
用
毀

損
・
業
務
妨
害
、
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
約
す
る
。

３
　
甲
又
は
乙
は
相
手
方
が
前
２
項
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
何
ら
の
催
告
を
要
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
本
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
本
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
解
除
し
た
者
は
こ
れ
に
よ
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
を
負
わ
な
い
。

第
１
３
条
（
規
定
外
事
項
）

　
甲
及
び
乙
は
、
本
契
約
に
定
め
の
な
い
事
項
又
は
疑
義
が
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
別
途
協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
る
。

第
１
４
条
 （
管
轄
裁
判
所
）

　
本
契
約
に
関
す
る
訴
訟
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
を
第
一
審
の
専
属
的
管
轄
裁
判
所
と
す
る
。

株
式
会
社
O
N
E'
S 
BE
ST

〒
10
7-
00
52
　
東
京
都
港
区
赤
坂
4-
13
-5
-1
F

TE
L 
: 0
3-
51
14
-6
01
8 
 / 
 F
AX
 : 
03
-6
86
9-
91
04

↑
署
名
日
と
署
名
の
記
入
、
規
約
の
□に

チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
下
さ
い
。

★ ★
★


